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留守番電話の設置と対応に関するお知らせ（通知） 
 

保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃から、本
町の教育振興にご理解、ご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。 
さて、昨今、教職員の長時間勤務の常態化が、社会的にも大きな課題となっております。本町

におきましても、子供たちの豊かな学びを保証するため、また、教職員の心身の健康の増進や学
校の働き方の見直し等の観点から、国・県と連動しながら教職員の働き方改革を推進しておりま
す。 
この取組の一つとして、町内小・中学校に「留守番対応電話」を導入し、学校における早朝・

夜間・休日等の勤務時間外の電話対応を、留守番対応電話（音声ガイダンス対応・録音機能な
し）による対応に切替えることとします。 
保護者・地域の皆様には、本取組の趣旨について何卒ご理解いただき、ご支援ご協力をいただ

きますようお願いいたします。 
 

記 
 
１ 実施開始日  令和４年８月３０日(火) から 

 
２ 留守番電話対応となる時間帯 

 小学校 中学校 
授業日（登校日） 午後６時～ 

翌日午前７時３０分 
午後６時～ 
翌日午前７時３０分 

土曜・日曜・祝日などの
休業日、学校閉庁日 

終日 土曜 ：～午前８時、正午～ 
その他：終日 

長期休業中（平日） 午後４時４５分～ 
翌日午前８時１５分 

午後４時４０分～ 
翌日午前８時１０分 

※上記の運用時間は、学校行事や諸事情により変更する場合があります。 
 
３ その他 
・緊急を要する場合（児童生徒の生命や安全に関わる事件や事故、虐待等）は、警察・消防や病
院に連絡して下さい。警察等や町教育委員会から学校長に連絡が入る体制にしています。 

・行事や諸事情により留守番電話対応となる時間帯が変わる場合には、事前にお知らせします。 
 
＜参考＞県費負担教職員の勤務時間 
 【小学校】午前８時１５分から午後４時４５分 
 【中学校】午前８時１０分から午後４時４０分 
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